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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下方担持部材（Ｐ）と重力方向（Ｚ）にしたがって前記下方担持部材（Ｐ）の上方に位
置する上方担持部材（Ｔ）との間に延在する表面を覆う壁を構築するための構造アセンブ
リであって、
　前記下方担持部材（Ｐ）および前記上方担持部材（Ｔ）における準線経路（Γ）にした
がって分布した、前記下方担持部材（Ｐ）と前記上方担持部材（Ｔ）との間に緊張状態で
固定されるようになされた、端部に固定手段（１．１）を有する複数のケーブル部分（１
）と、
　本質的に角柱体を有する複数の建築用ブロック（２）であって、各建築用ブロック（２
）が、
　　　前記下方担持部材（Ｐ）上にまたは少なくとも別の建築用ブロック（２）上に載置
するように構成された第１のベース（２．１）、
　　　少なくとも別の建築用ブロック（２）を支持するように構成された、前記第１のベ
ース（２．１）の反対側の面上に配置された第２のベース（２．２）、
　　　前記第１のベース（２．１）と前記第２のベース（２．２）との間に延在する露出
表面（２．３）、および
　　　前記露出表面（２．３）の反対側の面上に配置された、前記第１のベース（２．１
）と前記第２のベース（２．２）との間に延在するアンカ表面（２．４）
を少なくとも備える、複数の建築用ブロック（２）と
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を備え、
　前記建築用ブロック（２）の前記アンカ表面（２．４）は、前記壁を安定化するために
前記ケーブル部分（１）に前記建築用ブロック（２）をアンカリングするためのアンカ手
段（２．５）を備える、構造アセンブリ。
【請求項２】
　前記建築用ブロック（２）に関して以下のことが、すなわち
　　　水平方向Ｘが、前記準線経路（Γ）に対して接線方向として確立され、
　　　横方向Ｙが、前記重力方向（Ｚ）および前記水平方向Ｘの両方に対して直交する前
記水平方向として確立される
ことが、確立され、
　前記アンカ表面（２．４）の前記アンカ手段（２．５）は、前記アンカ表面（２．４）
を貫通する凹部（２．４．１）により構成され、それにより、前記水平方向Ｘおよび前記
横方向Ｙにより形成される平面に対して平行な前記平面に関する平面投影図において、前
記凹部（２．４．１）は、前記水平方向Ｘに突出する突起部（２．４．１．１）をさらに
示し、前記突起部（２．４．１．１）は、前記横方向Ｙにおいて少なくとも１つのケーブ
ル部分（１）を保持するように構成される、請求項１に記載の構造アセンブリ。
【請求項３】
　前記凹部（２．４．１）および前記突起部（２．４．１．１）は、少なくとも１つのＬ
字形空洞を前記平面投影図において構成する、請求項２に記載の構造アセンブリ。
【請求項４】
　前記凹部（２．４．１）および前記突起部（２．４．１．１）は、少なくとも１つの半
蟻ほぞ形状空洞を前記平面投影図において構成する、請求項２に記載の構造アセンブリ。
【請求項５】
　前記建築用ブロック（２）は、相互に反対方向に配置された２つの突起部（２．４．１
．１）を備え、各前記突起部（２．４．１．１）は、前記建築用ブロック（２）が前記壁
内において操作位置にある場合に、少なくとも１つのケーブル部分（１）を保持するよう
に構成される、請求項１から４のいずれか一項に記載の構造アセンブリ。
【請求項６】
　水平方向Ｘが、前記建築用ブロック（２）に関して前記準線経路（Γ）に対して接線方
向として確立され、前記建築用ブロック（２）は、前記建築用ブロック（２）がスタッガ
・パターンで前記壁内に操作的に配設される場合に、端部位置に配置された建築用ブロッ
ク（２）のアンカ手段（２．５）が、前記重力方向（Ｚ）にしたがった中間位置に配置さ
れた少なくとも別の建築用ブロック（２）のアンカ手段（２．５）と一致するように、前
記アンカ表面（２．４）において前記水平方向Ｘにしたがった端部位置および中間位置に
前記アンカ手段（２．５）を備える、請求項１から５のいずれか一項に記載の構造アセン
ブリ。
【請求項７】
　２つのケーブル部分（１）間に配置されるようになされた１つまたは複数のスペーサ（
３）をさらに備え、操作モードにおいて、前記ケーブル部分（１）は、前記凹部（２．４
．１）内において相互に反対方向に支持される、請求項２から４のいずれか一項に記載の
構造アセンブリ。
【請求項８】
　前記スペーサ（３）または前記スペーサ（３）の一部は、
　建築用ブロック（２）の前記凹部（２．４．１）内に、
　前記重力方向（Ｚ）にしたがった２つの連続列の少なくとも２つの建築用ブロック（２
）間に、
　１つの同じ列において前記水平方向Ｘにしたがった少なくとも２つの連続建築用ブロッ
ク（２）間に、または
　これらの任意の組合せに
収容されるように構成される、請求項７に記載の構造アセンブリ。
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【請求項９】
　前記構造アセンブリは、保持アンカ（４）をさらに備え、前記保持アンカ（４）は、
　　　被固定構造体に固定するための固定手段（４．１）と、
　　　前記建築用ブロック（２）の凹部（２．４．１）内に収容または保持されるように
構成された固定手段（４．２）と
を備えることにより、前記被固定構造体に対して１つまたは複数の箇所にて前記壁を安定
化させる、請求項１から８のいずれか一項に記載の構造アセンブリ。
【請求項１０】
　前記構造アセンブリは、保持アンカ（４）をさらに備え、前記保持アンカ（４）は、
　　　被固定構造体に固定するための固定手段（４．１）と、
　　　前記建築用ブロック（２）の凹部（２．４．１）内に収容または保持されるように
構成された固定手段（４．２）と
を備えることにより、前記被固定構造体に対して１つまたは複数の箇所にて前記壁を安定
化させ、
　前記建築用ブロック（２）の凹部（２．４．１）内に収容されるように構成された前記
保持アンカ（４）の前記固定手段は、前記スペーサ（３）である、請求項７または８に記
載の構造アセンブリ。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の前記構造アセンブリにより構築された少なく
とも１つの壁を備える構造物であって、前記壁は、前記構造物の下方担持部材（Ｐ）と前
記重力方向（Ｚ）にしたがって前記下方担持部材（Ｐ）の上方に配置された前記構造物の
上方担持部材（Ｔ）との間に延在する表面を覆い、前記構造アセンブリは、
　　　前記下方担持部材（Ｐ）および前記上方担持部材（Ｔ）における準線経路（Γ）に
したがって分布した、前記下方担持部材（Ｐ）と前記上方担持部材（Ｔ）との間に緊張状
態に固定された、端部に固定手段（１．１）を有する複数のケーブル部分（１）と、
　　　前記準線経路（Γ）にそれぞれしたがって列状に分布する複数の建築用ブロック（
２）であって、各前記建築用ブロック（２）は、１つまたは複数のケーブル部分（１）に
アンカリングされたアンカ手段（２．５）を有する、複数の建築用ブロック（２）と
を備える、構造物。
【請求項１２】
　前記下方担持部材（Ｐ）および前記上方担持部材（Ｔ）は、前記ケーブル部分（１）の
空間分布を確立するように前記ケーブル部分（１）を固定するための前記固定手段（１．
１）が装着される長手方向担持部材をさらに備える、請求項１１に記載の構造物。
【請求項１３】
　保持アンカ（４）をさらに備え、前記保持アンカ（４）は、少なくとも
　　　前記構造物の第２の内方壁部、
　　　前記構造物のファサード、
　　　前記構造物の担持構造体、または
　　　それらの任意の組合せ
に前記少なくとも１つの壁を装着する、請求項１１または１２に記載の構造物。
【請求項１４】
　前記壁は、両壁の間に
　　　空気空間、
　　　絶縁材料、
　　　抵抗モルタル、または
　　　それらの任意の組合せ
が存在するように、第２の壁から離間される、請求項１１から１３のいずれか一項に記載
の構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、壁装材の形成を可能にする壁を構築するための構造アセンブリに関する。本
発明を用いて形成され得る外装の例は、ファサード、境界壁、および間仕切り壁である。
【０００２】
　構造アセンブリは、垂直位置に応力下に配置されるように意図された複数のケーブルと
、一体化接合が確保されて壁を形成するようにケーブルに結合するための結合手段を有す
る複数のブロックとにより形成されることを特徴とする。
【０００３】
　このように形成された壁は、モルタルの使用または熟練工による構築の必要性を要求せ
ず、そのため改装面または新たな露出面をより容易に、よりきれいに、およびより迅速に
構築することが可能となり、薄材料（タイル）の場合にはかかる材料が外れないように確
実に構築することが可能となる。
【背景技術】
【０００４】
　特定の建設材料の配設の熟練工が不足していることにより、かかる工事を施工するため
の総額はより高額となり、そのためかかる材料の配設は、いくつかの状況では実施不可能
となる。最高品質材料から作製された壁は、適切な仕上げを実現する職人により行われな
い場合にはしばしば酷い結果をもたらすこととなる。
【０００５】
　確立された要件に準拠しないこれらの結果は、（例えば露出されるレンガ・ファサード
において）単に美観的なものか、または（防音（sound insulation）または断熱（therma
l insulation）を施工する場合のように）機能的なものとなる可能性があり、これらには
準拠すべき規制が課せられている。
【０００６】
　壁の特に構造品質の問題としては、建設不良および／または洗浄されないこともしくは
不十分な洗浄による建設表面の平面度不足ならびに汚れの存在が含まれる。
【０００７】
　供給される材料レベルに関してのみならずさらには仕上げられた最終要素レベルに関し
ても高い品質要件が工事に要求されることにより、施工において生じ得る作業不良を可能
な程度まで制限し得る製品が開発されており、施工者が決定すべきものとして残る変数を
可能な限り最小にしている。
【０００８】
　環境汚染意識、快適性へのより高い要求、経済性評価の実施、および他の要因により、
結果として建設における防音および断熱に関する規制の要求が高まりつつある。これによ
り、これまで使用されてきた構造システムの徹底的な見直しが生じている。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、配設が容易かつ合理的となり、もっとも重要なこととしてはパーツが剥離す
るまたは外れるリスクを解消するため、やや薄いパーツ（タイル）を用いた家の改装にお
いて特に有用である。
【００１０】
　本発明は、モルタルの使用を必要としないように構成された、および構築が非常に簡単
であることにより非常に高品質の仕上がりで欠陥のない壁をもたらす構造アセンブリを使
用することによって、上記に特定した問題を解決する。
【００１１】
　水平および垂直という用語が本説明の全体を通じて使用されるが、これらの用語は、本
発明の文脈においては絶対的かつ非相対的な用語である。なぜならば、垂直という用語は
、重力方向（Ｚ）にしたがって配向されるまたは分布するものとして解釈されなければな
らず、水平は、この垂直に対して直交する方向として解釈されなければならないからであ
る。
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【００１２】
　本発明による壁を構築するための構造アセンブリにより、下方担持部材と下方担持部材
の上方に配置された上方担持部材との間に延在する表面を生成するまたは覆うことが可能
となる。下方担持部材は、この壁の重量を受けるため、壁の支持部となる。本発明の典型
的な一実施形態は、床により形成される下方担持部材上に延在して天井により形成される
上方担持部材に到達する壁から構成される。床および天井の両方が、間にこの壁が配置さ
れる水平平面をもたらす。
【００１３】
　構造アセンブリは、
　　　下方担持部材（Ｐ）および上方担持部材（Ｔ）における準線経路（directrix path
）にしたがって分布した、下方担持部材と上方担持部材との間に緊張状態で固定されるよ
うになされた、端部に固定手段を有する複数のケーブル部分
を備える。
【００１４】
　端部に固定手段を有する各ケーブル部分は、下方担持部材と上方担持部材との間に緊張
状態に固定されるように意図される。操作位置において、壁が構築過程にある場合に、お
よび壁が構築されると、ケーブル部分は、垂直方向にしたがって配置される。緊張状態は
、端部に配置された固定手段により得られ、一方の端部は、下方担持部材に固定され、他
方の端部は、上方担持部材に固定される。
【００１５】
　上方担持部材の垂直突出部は、この垂直突出部が下方担持部材の上方に位置し、ケーブ
ル部分の上方端部を固定するための固定手段が前記ケーブル部分の緊張状態および垂直配
向の実現を可能にするような位置に配置されることが可能である限りにおいては、下方担
持部材と必ずしも一致しなくてもよい。これは、下方担持部材が、例えば直立する壁の置
かれる水平床により形成され、上方担持部材が、前記ケーブルが垂直になるようにケーブ
ルの上方端部のエッジが固定されるカンチレバー要素である場合に該当する。
【００１６】
　ケーブル部分は、準線経路Γにしたがって分布する。この準線経路は、下方担持部材お
よび上方担持部材において同一である。準線経路は、通常は直線であり、それにより平坦
壁をもたらす。これらの場合には、準線経路は、生成される壁に対して平行な平面と、下
方担持部材上に配置された水平支持平面との間の交点とに一致する。この同準線は、ケー
ブル部分の上方端部が上方担持部材に対するその固定において沿うように分布することと
なる経路である。
【００１７】
　この経路は、曲線状であることが可能であり、やはり曲線状である壁により形成される
表面をもたらす。壁の表面は、構築されると、平行な上方準線経路および下方準線経路Γ
と垂直直線母線とを有する線織面となる。
【００１８】
　また、部分状の上方担持部材および下方担持部材を用いて本発明を実施することも可能
である。上方担持部材および下方担持部材が部分状に分布する一実施形態は、それぞれ異
なる高さの段もしくは平面の形態の床、それぞれ異なる高さの段もしくは平面の形態の天
井、または床および天井が共にそれぞれ異なる高さに配置された段状平面により形成され
たものの上に配置された壁である。
【００１９】
　本発明の一実施形態によれば、端部に固定手段を有するケーブル部分は、ジグザグ構成
を形成する単一ケーブルの部分的な部分である。ケーブルの一方の端部が、下方担持部材
または上方担持部材のいずれかに固定され、ケーブルの方向の変更を可能にする滑車また
は張力要素が配置された反対側の担持部材まで垂直に延在する。この端部は、方向を変更
するためのこの要素から隣の要素へと水平方向に延在し、そこから垂直方向に延在して第
２の垂直ケーブル部分をもたらす。このジグザグ構成は、下方担持部材と上方担持部材と
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の間に延在する垂直ケーブル部分と、垂直に配向されたケーブル部分と隣のケーブル部分
とを連結する水平ケーブル部分とを交互させる。ケーブルの最終端部は、上方担持部材ま
たは下方担持部材に固定された端部であり、全ての中間ケーブル部分の張力を確保する。
２つのケーブル端部同士を固定することにより発生する張力は、方向を変更するための中
間手段の結果として残りの中間ケーブル部分に対して伝達される。
【００２０】
　一実施形態によれば、固定手段または垂直ケーブル部分の端部の位置を固定する方向を
変更するための手段は、単体構成要素である。この実施形態は、各固定手段を現場にて計
測および位置決めする必要性がないが、固定手段の上方および下方の両方に単体構成要素
を位置決めすることにより準線経路に沿って適切に分布するという利点を有する。
【００２１】
　別の実施形態によれば、この単体構成要素は、より大きな水平方向長さの壁が、下方担
持部材および上方担持部材の両方において２つ以上の単体構成要素を使用するような特定
の長さを有する。
【００２２】
　また、構造アセンブリは、
　本質的に角柱体を有する複数の建築用ブロックであって、各建築用ブロックが、
　　　下方担持部材上にまたは少なくとも別の建築用ブロック上に載置するように構成さ
れた第１の支持ベース、
　　　少なくとも別の建築用ブロックを支持するように構成された、第１のベースの反対
側の面上に配置された第２のベース、
　　　第１のベースと第２のベースとの間に延在する露出表面、および
　　　露出表面の反対側の面上に配置された、第１のベースと第２のベースとの間に延在
するアンカ表面
を少なくとも備える、複数の建築用ブロック
を備え、
　建築用ブロックのアンカ表面は、壁を安定化するためにケーブル部分に建築用ブロック
をアンカリングするためのアンカ手段を備える。
【００２３】
　ケーブル部分が準線曲線に沿って固定され分布すると、壁の構築は、角柱体を有する建
築用ブロックを下から上に向かって列状に配設することにより進められる。これらの列は
、準線経路により課せられる経路にしたがったものとなる。
【００２４】
　各建築用ブロックは、２つのベースを有し、第１の下方支持ベースは、建築用ブロック
が第１の列である場合には下方担持部材に対して、または建築用ブロックが第１の列でな
い場合には下方列の建築用ブロックの列に対してその重量をかける。上方ベースは、直上
に配置された列に対する支持としての役割を果たすように配置されたベースである。この
支持は、下方建築用ブロック上の建築用ブロックを支持することによる直接的なものであ
ることが可能であり、または建築用ブロック同士の間にギャップまたは距離を生じさせる
パーツによる間接的なものであることが可能である。ギャップを生じさせ追加的な機能を
有する要素を有し得る中間パーツの例は、本発明の詳細な説明に記載される。
【００２５】
　また、建築用ブロックは、第１のベースと第２のベースとの間に延在する露出面を有す
る。この面は、通常は垂直であり、構築される壁の露出表面を生成する。
【００２６】
　この面の反対側にアンカ表面が位置する。このアンカ表面は、構造物を安定化させるた
めにケーブル部分をアンカリングするようになされたアンカ手段を有する。換言すれば、
建築用ブロックは、単純に支持されず、列状に分布するが、代わりに非露出面が、ケーブ
ルにアンカリングされる。
【００２７】
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　ケーブル部分のこの分布は、建築用ブロックが列状に配設される場合に、これらの建築
用ブロックの各アンカ手段が垂直突出部にしたがってケーブル部分と一致するように、建
築用ブロックのアンカ手段の位置に対応しなければならない。
【００２８】
　本発明の文脈では、実現されているアンカリングは、建築用ブロックのアンカ表面の形
状に起因するケーブルとの種々のアンカ手段により特に興味深い。
【００２９】
　この特定のアンカリング方法を定義する前に、本説明を通じて使用される２つの方向を
定義する。
【００３０】
　水平方向Ｘは、準線経路Γに対して接線方向として定義される。準線経路Γが直線であ
る場合には、構築される壁は平坦となる。この場合に、水平方向Ｘは、構築される壁の垂
直平面と水平平面とが交差する結果として得られる水平直線である。
【００３１】
　横方向Ｙは、重力方向（Ｚ）および水平方向Ｘの両方に対して直交する水平方向として
定義される。特に平坦壁の場合には、この方向は、前記壁に対して直交する方向である。
【００３２】
　これらの方向を定義したが、これらは、建築用ブロックが壁における操作位置にしたが
って配向されることを考慮した場合に、前記建築用ブロックに関する基準として認識され
ることとなる方向である。換言すれば、建築用ブロックは独立パーツであるが、垂直方向
は、第１のベースおよび第２のベースが相互から離間される方向として認識され、方向Ｘ
は、建築用ブロックが列状に分布するように配向される方向として認識され、横方向Ｙは
、露出面とアンカ手段が配置される面との間の離間をもたらす方向として認識される。
【００３３】
　また、ブロックが壁に対して操作モードにある場合と同様にブロックに対してこれらの
配向基準を適用することにより、水平方向Ｘおよび横方向Ｙは、第１のベースおよび第２
のベースのための支持平面を画定する方向となる。
【００３４】
　建築用ブロックに対してこれらの基準を確立した後では、本発明の好ましい一例による
建築用ブロックのアンカ手段は、ケーブル部分のうちの少なくとも１つを受けるようにな
されたアンカ表面を貫通する凹部によるものとなる。
【００３５】
　この凹部は、水平方向Ｘおよび横方向Ｙにより形成される平面に対して平行な平面に対
する平面投影図において、この凹部が、水平方向Ｘに突出する突起部をさらに示し、この
突起部が、方向Ｙにしたがって少なくとも１つのケーブル部分を保持するように構成され
るようなものとなる。ケーブル部分は、この凹部内に収容される。
【００３６】
　保持突起部を有するこの凹部を実現する方法は、独特なものではない。突起部を有する
凹部の構成の例は、蟻ほぞである。蟻ほぞは、水平方向Ｘにしたがって相互に反対方向に
配向された、すなわち相互に対面する２つの突起部を有する凹部である。
【００３７】
　「半蟻ほぞ」という用語もまた使用される。本発明の文脈において、半蟻ほぞは、方向
Ｘにしたがって凹部内に配向された１つのみの突起部が存在する凹部として理解される。
蟻ほぞは、単一の凹部を形成する、両半蟻ほぞの突起部が相互に対面する２つの半蟻ほぞ
を意味するように解釈され得る。
【００３８】
　１つの同じ建築用ブロックが、同一の凹部または異なる凹部のいずれかにおいて相互に
反対方向に配向された突起部を有する２つのアンカ手段を有する場合には、ブロックに進
入しブロックとアンカリングされるように意図された２つのケーブル部分が、方向Ｘにし
たがって移動するように付勢されなければならない。この移動は、これらのケーブル部分
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同士をより近づけるものである。これらのケーブル部分同士をより近づけるこの移動は、
特にケーブル部分の長さの一部が依然として自由である結果として壁を構築する場合に、
ケーブル部分が応力下にある場合でも可能となる。壁の高さが高くなるにつれて、自由ケ
ーブル部分は、ますます短くなり、方向Ｘにこれらのケーブル部分を移動させるまたはこ
れらのケーブル部分を「クランプ固定する」ことがより困難になる。一実施形態によれば
、突起部を有する凹部が横方向Ｙにしたがった単一方向に配向された前記突起部を有する
ブロックの使用は、最終列に対して適する。この構成により、２つの移動、すなわちケー
ブル部分を凹部に進入させる、横方向Ｙへの挿入のための第１の移動と、突起部により建
築用ブロックが方向Ｙにしたがって出るのを防止するように方向Ｘにしたがった第２の側
方移動とによる建築用ブロックの配設が可能となる。
【００３９】
　タイルとして構成される建築用ブロックは、特に興味深い。
【００４０】
　一連の図が、本発明の実施形態を説明するために使用される。
【００４１】
　本発明のこれらのおよび他の特徴ならびに利点は、添付の図面を参照とする専ら例示の
かつ非限定的な例として示された好ましい実施形態の以下の詳細な説明に基づきより良く
理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】建築用ブロックの固定を可能にする本発明のもっとも関連性のある要素と、壁を
構築するための建築用ブロックの概略図とを概略的に示す図である。
【図２Ａ】ケーブル部分の端部をアンカリングすることによりこの場合には直線である準
線経路Γに沿った事前確立された分布をもたらすためのアンカリングパーツの実施形態を
示す図である。
【図２Ｂ】ケーブル部分の端部をアンカリングすることによりこの場合には直線である準
線経路Γに沿った事前確立された分布をもたらすためのアンカリングパーツの実施形態を
示す図である。
【図３Ａ】ケーブル部分が設置され応力下にある状態の、図２Ａおよび図２Ｂに示すもの
と同様のアンカリングパーツの実施形態の使用を示す図である。
【図３Ｂ】ケーブル部分が設置され応力下にある状態の、図２Ａおよび図２Ｂに示すもの
と同様のアンカリングパーツの実施形態の使用を示す図である。
【図３Ｃ】ケーブル部分が設置され応力下にある状態の、図２Ａおよび図２Ｂに示すもの
と同様のアンカリングパーツの実施形態の使用を示す図である。
【図３Ｄ】ケーブル部分が設置され応力下にある状態の、図２Ａおよび図２Ｂに示すもの
と同様のアンカリングパーツの実施形態の使用を示す図である。
【図４】露出表面とアンカ表面との間の離隔が非常に小さいタイルとして構成された建築
用ブロックの４つの例を示す図である。個々の例はそれぞれ異なる高さのタイルを示す。
【図５】ページの配向にしたがって上から下に向かって、ａ）ケーブル部分がアンカ手段
内に導入された状態にある建築用ブロックと、ｂ）壁の最終列がどのように見えるかを示
した、ケーブル部分が固定手段内に導入された状態にある２つの隣接し合う建築用ブロッ
クと、ｃ）重畳によってケーブル部分の側方移動がどのように阻止されて構造物を安定化
させるかを示した、第３の重畳ブロックを伴った２つの先述のブロックとのシーケンスの
平面図である。
【図６】同じシーケンスを１つのケーブルの１つの領域が拡大された状態で示す図である
。
【図７】ページの配向にしたがって上から下に向かって、非常に安定的な構成のアンカ手
段を用いたタイルタイプ建築用ブロックの別の例においてケーブル部分を挿入するための
シーケンスの平面図である。
【図８Ａ】タイルタイプ建築用ブロックの構成の２つの異なる斜視図である。
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【図８Ｂ】ケーブル部分の固定のためにケーブル部分を挿入するためのシーケンスを示す
図である。
【図９Ａ】水平構成または高さが小さい構成を有するタイルタイプ建築用ブロックの構成
の２つの異なる斜視図である。
【図９Ｂ】垂直構成または幅が小さい構成を有するタイルタイプ建築用ブロックの構成の
２つの異なる斜視図である。
【図１０Ａ】タイルタイプ建築用ブロック用の構成の別の例を使用した、図５に示したも
のと同様のシーケンスを示す図である。
【図１０Ｂ】凹部が反対方向に配向され、各パーツの端部に凹部が存在する、タイルタイ
プ建築用ブロック用の構成の別の例を使用した、図１０Ａに示されたものと同様のシーケ
ンスを示す図である。
【図１１Ａ】同じシーケンスを２つのケーブルの領域が拡大された状態で示す図である。
【図１１Ｂ】同じシーケンスを２つのケーブルの領域が拡大された状態で示す図である。
【図１２Ａ】事前確立ギャップを画定するスペーサを含む、図１０Ａおよび図１１Ａに示
された例に対応する３つの異なる列の建築用ブロックの斜視図である。
【図１２Ｂ】事前確立ギャップを画定するスペーサを含む、図１０Ｂおよび図１１Ｂに示
された例に対応する３つの異なる列の建築用ブロックの斜視図である。
【図１３】ケーブル部分が上方へと出立し、別の実施形態による建築用ブロックが第１の
列および第２の列を形成する、下方固定パーツの斜視図である。
【図１４】２つの壁面が本発明の一実施形態にしたがって合流した、角部の仕上げを可能
にするパーツの様々な例を示す図である。
【図１５】建築用ブロックの凹部内に収容されてケーブル部分が前記凹部から出ないよう
にケーブル部分の位置を固定し得る保持要素を示す図である。
【図１６】ケーブル部分が図１５に示されたもののようなパーツを用いて固定される、図
１３の斜視図と同等な斜視図である。
【図１７】ケーブル部分同士の間の離隔を維持するために凹部内に収容され得る部分をさ
らに組み込んだ離間パーツの斜視図である。
【図１８】図１７の図面に示されたものとは異なる別の実施形態を示す図である。
【図１９】連続的に配置された建築用ブロック同士の間に垂直ギャップを生じさせるため
の垂直スペーサをさらに組み込んだ、図１８に示されたものとは異なる別の実施形態を示
す図である。
【図２０】２つの連続するケーブル部分同士を相互から離間させるスペーサの別の実施形
態の斜視図である。
【図２１】建築用ブロックの列間の水平ギャップを覆う複数のケーブル部分同士を相互か
ら離間させるスペーサの他の実施形態の斜視図である。一の実施形態は、建築用ブロック
同士の間に垂直スペーサを備える。
【図２２】建築用ブロックの連続列間に配置された場合の、ケーブル部分用のスペーサの
一実施形態の使用の斜視図である。
【図２３】本発明の一実施形態による壁と前出の壁から離間された壁などの構造物との間
に構造的連結を確立するための保持アンカを示す図である。
【図２４】建築用ブロックの凹部内に既に収容された場合の、保持アンカを固定するため
の固定手段の２つの例の平面図である。
【図２５】後方部分における保持アンカを示す、本発明の一実施形態による壁の２つの第
１の列の構造の斜視図である。
【図２６】凹部内に収容されるように構成されたスペーサとして機能する要素をさらに備
えた固定手段を有する保持アンカの一実施形態を示す図である。
【図２７】積み重ね時の結合を可能にして構築される壁の安定性を改善するように構成さ
れた、およびヘッドに蟻ほぞ結合部を有する、凹部および長手方向突出部をベースに有す
る建築用ブロックの構成を示す図である。
【図２８】ケーブルを拘束するためのハウジングを有する建築用ブロックの別の実施形態
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を示す図である。
【図２９】アンカ手段が凹部毎に２つのケーブル部分を収容させ得る別の実施形態を示す
図である。
【図３０】図２９の例におけるものと同一の建築用ブロックと、ケーブル部分の対の間の
離隔を維持し、ギャップ・スペーサとしての役割を果たし、モルタル、絶縁（insulation
）材料、および他の材料を後に充填するための恒久的枠組みとして機能するようになされ
た離間要素とを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明の第１の態様によれば、本発明は、壁を構築するための構造アセンブリであり、
構築される壁は、構造離間要素をもたらす、または例えばある特定の空間内で仕上げを実
現するためなど別の壁を覆うための要素をもたらす壁となり得る。
【００４４】
　図１は、例えば床部分などのベースとして構成された下方担持部材（Ｐ）を概略的に示
す。また、例えば天井部分などの上方ベースとして構成された上方担持部材（Ｔ）が、上
方部分に概略的に図示される。固定手段（１．１）が、下方担持部材（Ｐ）および上方担
持部材（Ｔ）のそれぞれに固定されたケーブル部分（１）の端部のそれぞれに配置された
結果として、応力下にある複数のケーブル部分（１）が、下方担持部材（Ｐ）と上方担持
部材（Ｔ）との間に延在する。
【００４５】
　１つの同じケーブル部分（１）に対応する上方固定手段および下方固定手段（１．１）
は、垂直突出部Ｚにしたがって一致し、前記垂直方向Ｚは、重力ｇの方向によって画定さ
れる。したがって、ケーブル部分（１）もまた垂直に配向される。
【００４６】
　ケーブル部分（１）は、下方担持部材（Ｐ）上および上方担持部材（Ｔ）の下方表面上
の両方に再現される準線経路（Γ）に沿って分布する。
【００４７】
　建築用ブロック（２）が、この図１に示されたケーブル部分（１）に設置されると、こ
の場合には曲線にしたがった準線経路（Γ）により課せられる構成にしたがった壁が実現
される。
【００４８】
　一実施形態では、各ケーブル部分（１）の固定に関与するオペレータが、ケーブル部分
（１）を１つずつ固定するための固定手段（１．１）の計測および位置決めを実施するこ
とが可能である。別の実施形態によれば、２つ以上の固定手段（１．１）を有するパーツ
の使用により、複数の適切に位置決めされた固定手段の配置が可能となる。図２Ａは、３
つのＬ字形プロファイルを示し、これらは、本発明の一実施形態による壁で覆われること
となる壁にＬ字形プロファイルを固定するための固定手段（１．１．２）としての穿孔と
、ケーブル部分（１）の端部の固定を可能にする、ケーブル部分（１）の端部を通すため
の穿孔またはスロット（１．１．１）とを有する。穿孔またはスロット（１．１．１）の
位置が、ケーブル部分（１）同士の正確な離間および空間的分布を決定する。
【００４９】
　この同図１は、建築用ブロック（２）を概略的に示し、この建築用ブロック（２）は、
　　　下方担持部材（Ｐ）上にまたは少なくとも別の建築用ブロック（２）上に載置する
ように構成され、下方非露出部分に配置された第１の支持ベース（２．１）と、
　　　少なくとも別の建築用ブロック（２）を支持するように構成され、図の配向にした
がって上方部分に位置決めされた第１のベース（２．１）の反対側の面上に配置された第
２のベース（２．２）と、
　　　第１のベース（２．１）と第２のベース（２．２）との間に延在する露出表面（２
．３）と、
　　　露出表面（２．３）の反対側の面上に配置された、第１のベース（２．１）と第２
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のベース（２．２）との間に延在するアンカ表面（２．４）と
を少なくとも備える。
【００５０】
　アンカ手段（２．５）は、アンカ表面（２．４）上に配置される。図１に示された建築
用ブロック（２）におけるアンカ手段（２．５）は、凹部として構成され、この凹部は、
平面図ではケーブル部分（１）の進入におよび内部への前記ケーブル部分（１）の保持に
適したＬ字形構成を示す。
【００５１】
　この図は、建築用ブロック（２）の拡大図を示し、矢印は、方向Ｙにしたがって１つの
ケーブル部分（１）の下方部分のより近くへと前記ブロックを移動させる方向を示す。
【００５２】
　図２Ｂは、２つの平行フランジを有する別のプロファイルを示し、両平行フランジは、
穿孔またはスロット（１．１．１）を備える。
【００５３】
　図３Ａ～図３Ｄは、相互に離間された、およびケーブル部分（１）が両プロファイル間
に位置決めされた状態にある、図２Ａ～図２Ｂに示されたものと同様のプロファイル（１
．１）の斜視図を示す。下方プロファイル（１．１）は、下方担持部材（Ｐ）に固定され
、上方プロファイル（１．１）は、上方担持部材（Ｔ）に固定されることとなる。使用可
能な全ての穿孔またはスロット（１．１．１）が、使用されなくてもよい。使用は、使用
される建築用ブロック（２）のタイプによって決定される。１つの同じプロファイル（１
．１）が、建築用ブロック（２）の複数の構成に対して有効な構成を有することが可能で
ある。
【００５４】
　図３Ｄは、この場合には直線である準線経路（Γ）にしたがった１つの同じ位置に２つ
のケーブル部分（１）が存在する一実施形態を示す。この構成は、構築される壁の安定性
を高め、２つのケーブル部分（１）に同時に適したアンカ手段（２．５）を有する建築用
ブロック（２）に適する。２つのケーブル部分（１）を収容し得る建築用ブロック（２）
の例は、以降において図２９および図３０の説明の際に説明する。
【００５５】
　図４は、タイルとして構成された建築用ブロック（２）の特定の一構成を示す。この図
は、それぞれ異なる高さのタイルを示す。露出面（２．３）は、平滑であり、第１のベー
ス（２．１）および第２のベース（２．２）は、露出面（２．３）とアンカ表面（２．４
）との間の距離が建築用ブロック（２）の残りの部分の寸法に比較して小さいため、非常
に幅狭である。
【００５６】
　アンカ表面（２．４）は、蟻ほぞ形状凹部（２．４．１）を組み込んだ構成を有する。
これらの蟻ほぞ形状凹部（２．４．１）は、凹部であり、この凹部は、前記凹部（２．４
．１）の内部に向かって配向された斜面において、側面の配向にしたがって相互に反対方
向である２つの突起部（２．４．１．１）を有する。蟻ほぞ構成または半蟻ほぞ構成は、
アンカ手段（２．５）の一代替である。
【００５７】
　図５および図６は、凹部（２．４．１）および突起部（２．４．１．１）の別の代替構
成を示し、この構成は、ケーブル部分（１）が出るのを防止するように意図される。図６
は、建築用ブロック（２）が準線経路（Γ）に対して接線方向となる方向にしたがって位
置決めおよび配向されることとなるという理解の下における、ブロック（２）に対する方
向Ｘおよび横方向Ｙを示し、したがって、かかる方向Ｘおよび横方向Ｙは、建築用ブロッ
ク（２）に対する方向として理解することが可能である。
【００５８】
　図５は、上から下に向かって配置された３つのグラフィカル表示のシーケンスを示す。
第１のグラフィカル表示は、ケーブル部分（１）が出るのを防止するように意図された凹
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部（２．４．１．１）および突起部（２．４．１．１）の代替構成がＬ字形状にしたがっ
て構成された、建築用ブロック（２）を示す。
【００５９】
　第２の列は、ケーブル部分（１）がアンカ手段（２．５）内に、すなわちＬ字形凹部（
２．４．１）の端部に位置決めされた状態にある、２つの連続ブロック（２）を示す。
【００６０】
　図５の第３の列は、スタッガ・パターンで別の建築用ブロック（２）に重畳している同
ブロック（２）列を示す。換言すれば、第３の建築用ブロック（２）は、その下方に配置
されたブロック（２）の２つの隣接し合う半部内に支持される。
【００６１】
　各建築用ブロック（２）は、２つのＬ字形凹部（２．４．１）を有するが、各凹部（２
．４．１）のＬ字形構成は、反対であり、すなわちそれらは対称的構成を有する。
【００６２】
　スタッガ・パターンで建築用ブロック（２）を重畳することにより、ケーブル部分（１
）は、Ｌ字形状が方向Ｘにしたがって一方の側に向かって配向された状態にて凹部（２．
４．１）内に収容され、その上に配置された建築用ブロック（２）の凹部（２．４．１）
内では、Ｌ字形状が同方向Ｘにしたがって反対側に向かって配向された状態で別の凹部（
２．４．１）内に収容される。
【００６３】
　図６に示された拡大図により、両Ｌ字形凹部（２．４．１）の反対方向への配向によっ
て、垂直突出部Ｚにおいてまたは平面図において示されるようにケーブル部分（１）が捕
捉されることが理解され得る。
【００６４】
　図７は、前記図７で使用される図面に関して側端部の近くにおいて相互に反対方向であ
る、しかし図５および図６に示された配向とは反対の配向を有する、２つのＬ字形凹部（
２．４．１）を有する建築用ブロック（２）の別の例を示す。この建築用ブロック（２）
は、相互に反対方向である２つの突起部（２．４．１．１）を有してＴ字形凹部をもたら
す中央凹部（２．４．１）をさらに有する。この構成により、ブロック（２）同士を側方
に協働するように相互に隣接して配置する必要を伴うことなく、ケーブル部分（１）によ
って建築用ブロック（２）を固定した状態に維持することが可能となる。
【００６５】
　図７は、上から下に向かって、凹部（２．４．１）内へのケーブル部分（１）の進入の
シーケンスを示す。ケーブル部分（１）の進入は、建築用ブロック（２）が壁に正確に位
置決めされ、ケーブル部分（１）が突起部（２．４．１．１）の奥の各凹部（２．４．１
）の端部にて適切に収容されるように、各ケーブル部分（１）の位置を強制することを必
要とする。
【００６６】
　例としては、同一の中央凹部（２．４．１）内に収容された２つのケーブル部分（１）
が、クランプ固定により相互に対してより近くに置かれる。ケーブル部分（１）は、応力
下にあるが、ケーブル部分（１）が長い場合には、その側方移動により、相互に反対方向
である突起部が存在するかかる建築用ブロック（２）の進入を可能にし得る。
【００６７】
　壁の構築が進むにつれて、最終建築用ブロック（２）と上方端部との間の自由ケーブル
部分（１）の長さは、漸減的により短くなり、側方移動を強制することがより困難になる
。この変形を補助する１つの方法は、ケーブル部分に加えられた力を強化するプライヤな
どの工具の使用によるものである。
【００６８】
　これらの工具を用いた場合でも、ケーブル部分（１）の最終列に関しては、十分な変形
を実現するのには十分でない場合がある。図８Ａおよび図８Ｂは、これらの最終列におい
て使用し得る建築用ブロック（２）の一構成を示す。
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【００６９】
　図８Ａおよび図８Ｂに示された構成では、各凹部（２．４．１）の突起部は、方向Ｘに
したがって同一方向に配向される。
【００７０】
　この構成を有する建築用ブロック（２）内へのケーブル部分（１）の進入のシーケンス
が、上から下に向かって図８Ｂで示される。初めの２つの図像では、建築用ブロック（２
）は、ケーブル部分（１）が空洞に完全に進入するまで、方向Ｙにしたがった移動により
かかるケーブル部分（１）へとより近くに置かれる。この位置において、建築用ブロック
（２）は、ケーブル部分（１）が突起部（２．４．１．１）の奥に配置されることにより
保持が確保されるまで、方向Ｘにしたがって側方に移動される。
【００７１】
　この第２の側方移動は、例えば建築用ブロック（２）が正方向Ｘにしたがって組みこま
れつつある場合には、壁の構築においてある順序を課す。各「Ｌ字形」の構成は、後続の
建築用ブロック（２）が、正方向Ｘにしたがって若干変位されて（壁に既に配設された建
築用ブロック（２）から離隔されて）横方向Ｙにしたがって挿入されなければならず、第
２の移動が、突起部（２．４．１．１）によりケーブル部分（１）内に建築用ブロック（
２）を固定するような負方向Ｘにしたがうような構成でなければならない。この作業は、
最終列を除く列の全ての建築用ブロック（２）に関して可能であり、最終列の建築用ブロ
ック（２）は、正方向Ｘに対応する端部により小さなブロックを、および残されたギャッ
プを覆わなければならない場合には追加の充填パーツを必要とする。
【００７２】
　この論理的考証は、Ｌ字形凹部（２．４．１）の配向が反対である場合には、反対方向
へと変更されなければならない。
【００７３】
　建築用ブロック（２）のこの構成により、上方担持部材（Ｔ）に到達することとなる場
合に、この構成の最終列において壁の構築を終了することが可能となる。
【００７４】
　図９Ａおよび図９Ｂは、相互に反対である２つの蟻ほぞ形状突起部（２．４．１．１）
を有する凹部（２．４．１）を有する建築用ブロック（２）の２つ実施形態の斜視図を示
す。図９Ａは、壁内に配設されると水平構成を有する建築用ブロック（２）に対応し、図
９Ｂは、垂直構成を有する建築用ブロック（２）に対応する。
【００７５】
　ケーブル部分（１）がスタッガ・パターンでの積み重ねによりどのように捕捉されるか
を示すための図５および図６のシーケンスにしたがった同一の論理的考証は、図１０Ａお
よび図１１Ａのシーケンスに対しても有効であり、このシーケンスは、図７に示されたも
のと同様の建築用ブロック（２）を使用する。この建築用ブロックの利点は、各建築用ブ
ロック（２）がその端部にて阻止されるケーブル部分（１）を有し、結果として非常に適
切な壁をもたらすことである。
【００７６】
　図１２Ａは、上方建築用ブロック（２）が若干引き上げられた状態にある壁部分の斜視
図を示す。この図は、２つのケーブル部分（１）間に配置されるようになされた離間要素
（３）の使用を示し、操作モードでは、かかるケーブル部分（１）同士は、少なくとも１
つの凹部（２．４．１）内において相互に反対方向に支持される。このスペーサ（３）は
、図２０においてさらに詳細に示される。
【００７７】
　図１０Ｂおよび図１１Ｂは、建築用ブロック（２）の構成が方向Ｘにしたがって反対方
向に配向されたＬ字形凹部（２．４．１）を有する別の例を再現している。この結果は、
主に２つ以上の列を備えるスタックが存在する場合には、１つの列からその直上または直
下の列にかけて、凹部（２．４．１）の配向方向が反対であり、ケーブル（１）もまた捕
捉された状態に留まることを前提として、図１１Ｂの細部および図１２Ｂの斜視図で示す
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ものと同一となる。
【００７８】
　この実施形態では、離間要素（３）は、相互に反対方向である２つの端部溝（３．１）
を有するプレートの形態のパーツにより形成される。
【００７９】
　一の溝（３．１）は、ケーブル部分（１）を受け、反対側の溝は、別のケーブル部分（
１）を受ける。このスペーサ（３）は、ケーブル連結部分（１）が相互により近くへと移
動するのを防止する。建築用ブロック（２）の中央凹部（２．４．１）の場合には、この
制限は、ケーブル部分（１）がそれらのハウジングから出ることが不可能となることを意
味する。
【００８０】
　さらに、これらのスペーサ（３）は、連続ブロック（２）の列同士の間のギャップまた
は離隔も伴う。このギャップにより、ブロック同士の間における空気の通過が可能となり
、通気を促進する。スペーサ（３）の他の構成は、ギャップが覆われて示されているよう
に、ギャップまたは離隔の結果として生じる自由空間全体を覆う。
【００８１】
　図１３は、ケーブル部分（１）に対する建築用ブロック（２）の種々の位置の選択を可
能にする複数の蟻ほぞ形状凹部（２．４．１）を有して建築用ブロック（２）が構成され
た、本発明の一実施形態を示す。
【００８２】
　図１４は、角部に対処するための露出表面（２．３）およびアンカ表面（２．４）をそ
れぞれが有する２つの部分により形成された建築用ブロック（２）の実施形態を示す。こ
れらの実施形態では、蟻ほぞ形状凹部（２．４．１）は、２つの内方面上に位置し、結果
として角部において合流する壁の平面に一つずつ、２つの露出表面（２．３）が得られる
。
【００８３】
　図１５は、特にケーブル間に挿入されるように構成された離間要素（３）を示す。
【００８４】
　本発明の他の実施形態によれば、前記ケーブル（１）が通るブロック（２）の凹部（２
．４．１）内に収容されるため壁の構築においてギャップを生じさせない構成を有するス
ペーサ（３）が、ケーブル（１）同士の間の離隔を維持するために使用される。
【００８５】
　図１６は、蟻ほぞ形状凹部（２．４．１）を有する建築用ブロック（２）の列により形
成される構造物におけるこの離間要素（３）の使用を示し、また離間要素（３）の挿入を
理解させ得るように若干引き上げられた第２の列の建築用ブロック（２）を示す。
【００８６】
　建築用ブロック（２）が、ケーブル部分（１）が凹部（２．４．１）内に収容された状
態で配設されると、ケーブル部分（１）が切欠部または溝（３．１）内に配置されるため
、離間要素（３）は、ケーブル部分（１）同士を離間した状態で配設される。
【００８７】
　図１７は、相互に装着された２つの本体を有するスペーサ（３）の一実施形態を示し、
第１の本体（３．２）は、蟻ほぞ形状凹部（２．４．１）内に収容されるように意図され
、第２の本体（３．３）は、２列のブロックを離間して、ギャップまたは垂直離隔をもた
らす。
【００８８】
　第１の本体（３．２）は、ケーブル部分（１）が蟻ほぞ形状凹部（２．４．１）の内方
角部に一致する位置に拘束されるように、ケーブル部分（１）の通過を限定するための空
間を残すために使用される２つの斜角面（３．２．１）を有する。これにより、スペーサ
（３）の機能が実現される。
【００８９】



(15) JP 6808634 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

　図１８は、先述の実施形態に類似するスペーサ（３）の別の実施形態を示すが、第１の
本体（３．２）および第２の本体（３．３）は、細長プレート（３．４）により相互から
垂直方向に離間される。この構成により、第１の本体（３．２）は、より大きな深さまで
凹部（２．４．１）内に挿入され得るようになり、第２の本体（３．３）は、その上に配
置された建築用ブロック（２）を支持するためのより大きな面積を有することが可能とな
る。このより大きな面積を有する場合には、第２の本体（３．３）は、ケーブル部分（１
）を通し得るようにスロット（３．３．１）形成される。
【００９０】
　図１９は、１つの同じ列に連続的に配置される２つの建築用ブロック（２）間の離隔と
しての役割を果たす垂直細長プレート（３．５）が、第２の本体（３．３）の上方表面か
ら出ている、スペーサ（３）の別の例を示す。この離隔により、垂直ギャップがそこに与
えられ、さらにこのギャップをスペーサの材料で充填することが可能となる。
【００９１】
　図２０は、図１２Ａにおいて拡大図で記載される簡易スペーサ（３）を示す。
【００９２】
　図２１は、溝（３．３．１）に複数のケーブル部分（１）を通し得るようにするための
非常に長い第２の本体（３．３）を有するスペーサ（３）を示す。このスペーサ（３）に
より、図２２に示されたような長い水平ギャップ部分を充填することが可能となる。
【００９３】
　前記図２２は、建築用ブロック（２）の幅と同等の長さを有するまたは複数の建築用ブ
ロック（２）の幅を有する第２の本体（３．３）を有するこれらのスペーサの使用により
、生じた水平ギャップをスペーサ（３）の材料で充填することがどのように可能になるか
を示す。スペーサ（３）は、様々な色の使用を可能にし、それにより高品質の仕上げをも
たらす射出成形プラスチックなどの材料から製造され得る。
【００９４】
　図２３は、保持アンカ（４）を示す。保持アンカ（４）は、
　　　被固定構造体に固定するための固定手段（４．１）と、
　　　建築用ブロック（２）の凹部（２．４．１）内に収容または保持されるように構成
された固定手段（４．２）と
を備え、保持アンカ（４）により、被固定構造体に対して１つまたは複数の箇所にて壁を
安定化させることが可能となる。
【００９５】
　図２３に示された実施形態によれば、保持アンカ（４）は、型抜きされたまたは曲げ加
工された金属細長プレートにより形成される。この垂直部分は、被固定構造体への固定（
４．１）を可能にする穿孔を有する。本発明による壁が例えば被覆壁である場合には、被
固定構造体は、覆われることとなる壁となる。
【００９６】
　この場合には、建築用ブロック（２）の凹部（２．４．１）内に収容されるように構成
された固定手段（４．２）は、凹部（２．４．１）の蟻ほぞ形状を有する幅広部分であり
、その角部は、ケーブル部分（１）を通し得ることによりスペーサ（３）の機能を果たす
ように斜角面になされる。
【００９７】
　スペーサのこの機能は、図２４の平面図において左側の例に示される。固定手段（４．
２）の幅および形状は、保持アンカ（４）が凹部（２．４．１）に進入し、斜角面がケー
ブル部分（１）用の空間を残すようなものである。
【００９８】
　右側の実施形態では、固定手段（４．２）は、固定手段（４．２）および凹部（２．４
．１）が垂直方向に整列されるか否かに関わらず、保持アンカ（４）の水平細長プレート
の部分が、相互に積み重ねられた２つ以上の建築用ブロック（２）の間に捕捉および保持
されるように、凹部（２．４．１）よりも幅広である。なぜならば、この幅広により、固
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定手段（４．２）は凹部（２．４．１）内には収容されず、平面図においてその定位置に
保持されるのみとなるからである。
【００９９】
　図２５は、３つの建築用ブロック（２）がケーブル部分（１）内に配設された、および
壁の非露出部分に向かって配向された保持アンカ（４）の一部が、覆われることとなる壁
に対して平行なおよびその壁上に支持された被固定構造体（明瞭化のため図示せず）に固
定するための固定手段（４．１）を有するように構成された、３つの建築用ブロック（２
）を有する壁の一実施形態を示す。
【０１００】
　図２６は、凹部（２．４．１）の相補的構成を有する要素である固定手段（４．２）を
有するアンカ（４）を示す。固定手段（４．２）は、ケーブル部分（１）を通し得る斜角
面（４．２．１）を除いてこの凹部（２．４．１）内に収容されるように意図され、固定
手段（４．２）上には、水平ギャップをもたらすための平坦本体（４．３）が存在し、平
坦本体（４．３）上には、垂直ギャップのための垂直細長プレート（４．４）が存在する
。この実施形態は、全ての要素、すなわち水平ギャップ、垂直ギャップ、スペーサおよび
保持アンカを組み込む。
【０１０１】
　図２７は、先述の例において広く使用されるタイルとは異なり、より大きな幅を有する
建築用ブロック（２）の一実施形態を示す。第１の支持ベース（２．１）は、第２のベー
ス（２．２）内に配置された長手方向チャネルと相補的である長手方向突起部を方向Ｘに
有する。これらの相補的形状は、壁に対する横方向Ｙにしたがった建築用ブロック（２）
の列同士の間に保持が得られ、構造物の安定性がより高くなることを意味する。
【０１０２】
　図２７において選択される斜視図により、凹部（２．４．１）が蟻ほぞ形状であるアン
カ表面（２．４）を理解することが可能である。先述の例のいずれかの他の構成において
得られるように、この図は、凹部（２．４．１）同士が、積み重ねられた場合に、ケーブ
ル部分（１）が複数の凹部（２．４．１）の全長に沿って通り複数の凹部（２．４．１）
内に収容されるときにケーブル部分（１）を延在させ得る連続的な垂直溝をもたらす構成
をどのように得るかを示す。
【０１０３】
　これらの建築用ブロック（２）は、同一列の連続する建築用ブロック（２）と隣接する
ように意図された面上に蟻ほぞ形状アンカをさらに組み込む。
【０１０４】
　図２８は、先述の例に類似する建築用ブロック（２）の別の例を示し、この例では、ア
ンカ表面（２．４）の凹部（２．４．１）は、Ｌ字形構成を有する。
【０１０５】
　上記に示すように、図３Ｄは、方向Ｙにしたがって相互から離間された、方向Ｘにした
がった各位置に対して２つのケーブル部分（１）を固定する固定手段（１．１）を示す。
【０１０６】
　図２９は、アンカ表面（２．４）が凹部（２．４．１）を有し、各凹部（２．４．１）
内に２つの突起部（２．４．１．１）が異なる深さに存在することにより、ケーブル部分
（１）のための２つのハウジングがもたらされるため、ケーブル部分（１）のこの分布に
適した建築用ブロック（２）を示す。
【０１０７】
　図３０は、対のケーブル部分（１）を受けるようになされた連続凹部を含む２対の延長
部を有する積み重ねられたスペーサ（３）とともに、同一の建築用ブロック（２）を示す
。したがって、スペーサ（３）は、建築用ブロック（２）間のスタック内に位置決めされ
ることにより、水平ギャップを画定し、積み重ねられた場合のこのスペーサ（３）と建築
用ブロック（２）との相対位置決めに関する基準を確立することが可能である。
【０１０８】
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　任意には、さらに、覆われることとなる固定壁と任意の厚さの本発明による壁との間に
可能な空間が、セメント・モルタル、絶縁モルタル、発泡ポリウレタン、あるいは拘束さ
れることを必要とする任意の他の断熱材料および／または耐性絶縁材料で充填され得る場
合には、水平および垂直の連続スペーサ（３）の両方が、恒久的枠組みとして使用され得
る。スペーサ（３）は、覆われることとなる固定壁と本発明による壁との間の空間内を充
填する材料が、前記スペーサ（３）により生じるギャップを通り出るのを防止する障壁を
確立する。
【０１０９】
　本発明の主要用途は、別の固定壁を覆うように意図された壁の形成であるが、他の実施
形態によれば、本発明による２つの壁を相互に対して平行にかつ相互に離間して配置する
ことが可能である。
【０１１０】
　別の実施形態によれば、両壁の間に、相互に対して平行に配置された壁を共に強化する
１つまたは複数の保持アンカ（４）が存在する。相互から離間されたこれらの壁が、ギャ
ップと、壁の各側に配置された空間同士の間の障壁とを形成するスペーサ（３）を使用す
る場合には、これらの壁は、セメント・モルタル、絶縁モルタル、発泡ポリウレタン、あ
るいは拘束されることを必要とする任意の他の断熱材料および／または耐性絶縁材料での
充填をさらに可能にする。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】

【図２６】 【図２７】

【図２８】
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【図２９】

【図３０】
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